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「定年後再雇用者の賃金減額」をめぐる裁判で会社側が逆転勝訴

  東京地裁から東京高裁へ

今年 5月、東京地裁において、定年後に１年ごとの
契約で嘱託社員として再雇用された複数の労働者（ト
ラックドライバー）の職務内容が定年前と変わらない
にもかかわらず、会社（長澤運輸）が賃金を約３割引
き下げたこと（正社員との賃金格差）は労働契約法第
20 条の趣旨に反しており違法との判決がありました。
賃金格差について同条（期間の定めがあることによ
る不合理な労働条件の禁止）の違反を認めた判決は過
去に例がなく、「通常の労働者と定年後再雇用された
労働者との不合理な格差是正に大きな影響を与える画
期的な判決である」との評価もあり、人事労務担当者
にとっては大きなインパクトのある判決として受け止
められました。
その後、会社側が控訴していましたが、11 月 2 日に
その判決が東京高裁でありました。

  控訴審における判断は？

控訴審判決において、裁判長は「定年後再雇用での
賃金減額は一般的であり、社会的にも容認されている」
とし、賃金の引下げは違法だとして差額の支払い等を
命じた東京地裁判決を取り消し、労働者側の訴えを棄
却しました。
労働者側の弁護士は、「減額が一般的であるとして
も通常は職務内容や責任が変わっており、社会的に容
認とする根拠は何もない」として、上告する方針を示
しています。

  賃金の設定には慎重な判断が必要

最高裁まで進む可能性があるため、司法における最
終的な判断がどのように確定するのかは不明ですが、
「控訴審の判断が妥当」と見る向きが多いようです。
しかし、この事件が定年後再雇用者の処遇について
のこれまでの常識（当然のように賃金の引下げを行う
こと）について一石を投じたことには間違いはなく、
最終的な結論がどちらに転んだとしても、今後、会社
としては「定年後再雇用者の処遇」については慎重な
判断が求められると言えるでしょう。
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マタハラ防止策を講じない企業の求人はハローワークで不受理に

  来年１月施行

厚生労働省は、昨年 10 月から順次施行されている
若者雇用促進法（青少年の雇用の促進等に関する法律）
に基づき、マタニティー・ハラスメント（マタハラ）
に対して、男女雇用機会均等法で義務付けた防止措置
を講じない企業の求人をハローワークで受理しないよ
うに制度を改めます。
政令を改正して、来年１月から施行されます。

  求人不受理の対象に 
「マタハラ」を追加

ハローワークでは今年 3月から、一定の労働関係法
令の違反があった事業所を新卒者などに紹介すること
のないよう、こうした事業所の新卒求人を一定期間受
け付けない仕組みを創設しています。
具体的には、労働基準法・最低賃金法については、

（１）1 年間に 2 回以上同一条項の違反について是正
勧告を受けている場合、（２）違法な長時間労働を繰
り返している企業として公表された場合、（３）対象
条項違反により送検され公表された場合、また男女雇
用機会均等法と育児・介護休業法については、法違反
の是正を求める勧告に従わず公表された場合等に、当
該企業の新卒求人を受理しない取り組みを始めていま
す。
今回は、その不受理の対象に、「マタハラ」に関す
る規定を加えるというものです。

  両立支援で女性の社会進出を後押し

男女雇用機会均等法は、女性従業員の妊娠や出産を
理由に職場で不利益な扱いをされることがないよう
に、相談窓口を設置するなど防止体制を整備するよう

に求めています。
厚生労働省の調査で法違反が見つかれば、是正を求
める勧告を行いますが、それにも従わずに企業名が公
表された場合には求人を受理しないこととします。不
受理となる期間は、違反が是正されてから 6カ月が経
過するまでの期間となります。
育児と仕事を両立させる環境整備を企業に促し、女
性の社会進出を後押しする狙いです。

  就労実態等の職場環境に関する 
データベースも整備

また、厚生労働省では、残業時間や育休の取得率な
ど企業の職場環境に関する様々な情報を集めたデータ
ベースを整備する計画です。
若者がいわゆる「ブラック企業」へ就職してしまう
ことを防ぐために、労働条件などの的確な情報に加え
て、平均勤続年数や研修の有無・内容といった就労実
態等の職場情報も併せて提供し、職場情報についての
開示を強化するように企業側に働きかけ、学生や転職
を考えている人がそうした企業に就職することを未然
に防ごうというものです。
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 第15回 　育成面談の進め方

　育成面談とは、上司が考課を決定する前に行う本人との面談です。
　育成面談は、各考課について被考課者と直属上司が認識をすり合わせることが主な目的です。育
成面談の結果は、研修・自己啓発・職務改善・OJT などに活用されます。
　育成面談では、目標設定面談で確認、設定した達成基準に照らして、個々の目標項目の遂行度、プ
ロセスがどうであったかを話し合います。さらに、残された課題について、今後どのように事態の
改善を図るべきかについて、その手段・方法・手続きなどを話し合い、次期目標の設定につなげます。

育成面談の内容は、次の２点となります。

・過去半年間における担当業務についての目標の遂行結果、及び業務上の改善すべき事項について
・過去半年間における能力開発目標に関する遂行結果について

　育成面談において、押さえておくべきポイントは以下の 3 点です。

　　①	 仕事上の成果に対する評価の納得性を高めることが最大のポイントとなるため、	
	 	 被考課者と直属上司（一次考課者）との間で十分に話し合う
　　②	 結果の良し悪しについてのみではなく、プロセスについても話し合いを行う
　　③	 次期目標への課題を明確にするため、下記の項目について話し合う

　　　　　・目標とそのレベルの妥当性（仕事の分担の変更）
　　　　　・仕事の方法の改善・変更
　　　　　・能力開発

　目標設定面談と育成面談は 6 カ月を 1 つ
のサイクルとして行います。 
　面談スケジュールの設定例は図のとおり
です。

　　　  会社の業績アップにつながる人事考課制度（評価制度）をつくる連  載

育成面談とは

育成面談のポイント

面談スケジュール

NEXT 次回は、育成面談の進め方について説明します。

面談スケジュール例

育成面談

目標設定面談

中間面談

10月／4月

4～9月／10～3月

4月／10月
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 第3回 　経営戦略会議のポイント①

連  載 　 【活人コンサルタントが指南】 中小企業の経営改善の進め方

前回 5つの部門の重要性をお話ししましたが、今回はこれら 5部門を機能させるための経営戦略会議
についてポイントを説明します。　
経営戦略会議では、3年後、5年後の自社のあるべき姿を設計します。会社の売上目標、利益目標や人

員構成、人財育成など財務、人事部門について方針を決め、そのうえで現場である製造、営業、開発の
各部門の強みと弱みを整理し、各部門の方針・管理を固めます。
5部門それぞれをチェックし、将来的にあるべき姿を設計し、これをブレークダウンして全 5部門の方

針を打ち出します。経営戦略会議では方針通りに進ちょくしているかどうかをチェックし、さらに、5部
門の会議でチェックしてPDCAサイクルを回します。
経営戦略会議は、社長とともに各部門のトップがメンバーとなります。この場での議論を通して、社

長が会社全体を把握すると同時に、各部門長が全社的な課題を共有します。

①で、自社の将来的にあるべき姿を設計するためには、業界、商圏における自社の位置を知ることが
出発点となります。実際には、自社の市場シェアをほとんど把握していない会社が少なくありませんが、
これができていなければ 3年後、5年後に向けた目標設定ができるわけがありません。仮説を立てながら、
自社の位置を把握し、そこから設計していくことが重要です。
もう一つ大事な点は、どのような人員構成にするか、定着性も含めてあるべき姿をつくることです。マー

ケットが伸び、働き手の不足はなかった高度成長期は、人財は後回しで済みました。しかし、いまは人
財に定着してもらわないと安定して経営ができない時代です。
②については、人財を採用、定着させるための人件費配分を念頭に置きながら、目標設定をすること

が重要です。同時に、売上・利益目標に見合った人員構成を実現することになります。中小企業が社員
の昇給と新規採用という形で成長を持続していくためには、年率 10％の増収増益がめどになると考えら
れます。

活人コンサルタント　多摩労務管理事務所　所長　高橋 邦名

3部門（製造・営業・開
発）の強みと弱みを
把握する

売上目標、利益目標、
人員構成、人財育成
（財務・人事）

経営戦略会議のあるべき姿

3～5年後の
自社のあるべき姿を

設計する

経営のあるべき姿 目標と強みと弱み 方針と5部門の方針 マネージメントサイクル

5部門の方針を
打ち出す

5部門の会議 P→D→C→A

1～3の進捗チェック

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4
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中小企業のための助成金活用法

介護離職防止支援助成金 

今回は、「介護離職防止支援助成金」を紹介します。
介護離職防止支援助成金は、仕事と介護の両立支援のための職場環境整備を行い、実際に介護に
直面した労働者の「介護支援プラン」を作成し、介護休業の取得を行うなど、一定の要件を満たし
た事業主に支給されます。

●支給要件

主な支給要件として、以下の①～④に取り組んだ事業主が対象となります。

●支給額

【介護休業取得】　60万円（大企業　40万円）
【介護制度利用】　30万円（大企業　20万円）

●支給申請

介護休業取得の場合は、介護休業から復帰した日から 1カ月経過する日の翌日から 2カ月以内、介護制度利
用の場合は、申請に係る連続 3カ月又は合計 90日の最終日から１カ月経過する日の翌日から２カ月以内に、
申請事業主の本社等の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部（室）に、必要書類を提出します。

INFO 助成金の詳細について、お気軽にお問い合わせください。（☎︎042-627-0521）

 ①  仕事と介護の両立のための職場環境整備

厚生労働省が指定する様式に従って、以下の⑴～⑷
のすべての取組を行う（厚生労働省のHPからダウンロード可能）
　⑴ 社内アンケートの実施
　⑵ 介護休業関係制度に係る就業規則の整備
　⑶ 人事労務担当者等による研修の実施及び
　　 介護休業関係制度の周知
　⑷ 相談窓口の設置及び周知

 ②  介護支援プランによる介護休業の取得等の
　   支援について明文化・周知

就業規則や内部通知、介護休業等利用マニュアルな
どに明文化し、社内報などにより労働者に周知する

 ③  介護支援プランの作成

介護に直面した労働者と面談を実施し、介護の状況
や今後の働き方についての希望を確認の上、事業主
が介護支援プランを作成する

 ④  介護支援プランに沿った介護休業の取得等

介護支援プランに基づき、実際に介護休業または介
護制度を利用する
　【介護休業取得】　1ヶ月以上の介護休業の取得
　【介護制度利用】　3ヶ月以上の次のいずれかの
 制度の利用

　　１）所定外労働の制限（免除）制度
　　２）時差出勤制度
　　３）深夜業制限制度
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65歳以上へ雇用保険の適用を拡大

◆ 適用要件に該当する場合は届出が必要
平成29年 1月1日から、65歳以上の人も雇用保険の適用対象となります。
（現在は、65歳前から引き続いて65歳以降も雇用されている場合に限り、被保険者となっています）
以下の2つの場合に、雇用保険の適用要件に該当していれば「高年齢被保険者」となり、ハローワークに「雇用
保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。なお、②の場合は提出期限の特例があり、平成29年 3月
31日までの届出が認められます。

①平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
②平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も	
　　継続して雇用している場合

※雇用保険の適用要件=1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること。
上記の②の場合の適用要件は、平成29年 1月1日時点で判断します。要件に該当すれば、事業主や労働者の希
望の有無にかかわらず、必ず適用となります。被保険者資格の取得日は平成29年 1月1日となります。
なお、65歳以上の雇用保険料については、平成31年度までは免除となります。平成32年度からは保険料負担
が始まる予定です。

※平成 29年 1月 1日施行

新たに各種各給付金の対象に
◆【高年齢求職者給付金】

高年齢被保険者として離職した場合は、受給要件を満たせば、高年齢求職者給付金が支給（年金と併給可）
されます。

なお、給付金を受けるためには、離職後に住居地を管轄するハローワークに来所し、求職の申し込みを
したうえで、受給資格の決定を受ける必要があります。その後、ハローワークから指定された失業の認定
日にハローワークに来所し、失業の認定を受けることで、被保険者であった期間に応じた金額が一時金と
して支給されます。

◆【育児休業給付金】【介護休業給付金】
平成 29 年 1 月 1 日以降に、高年齢被保険者として、育児休業や介護休業を新たに開始する場合も、要

件を満たせば育児休業給付金、介護休業給付金の支給対象となります。

◆【教育訓練給付金】
平成 29 年 1 月 1 日以降に厚生労働大臣が指定する教育訓練を開始する場合は、教育訓練を開始した日

において高年齢被保険者である方、または高年齢被保険者として離職の日の翌日から教育訓練開始の日ま
での期間が 1 年以内の方も、要件を満たせば教育訓練給付金の支給対象となります。
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厚労省が過労自殺で電通に強制捜査

労基法では、就業規則の作成・変更に対して『労働者からの同意』を求めてはいません。変更内容を
社内で周知し、過半数代表者からの意見を聴き（反対意見でも構わない。）意見書を添付して届出すれ
ば変更可能です。
ただし、変更することによって 『労働者に不利益変更が生じる場合』 には合理性が必要です。

◆ 過去の数次の是正勧告も 
改善されず

　11 月 7 日、国内トップの
広告会社・電通に、厚生労働省
が労働基準法違反容疑で強制捜
査に入りました。複数の社員に
違法な長時間労働をさせた疑い
により、東京港区の本社と関西
（大阪市）、中部（名古屋）、京
都（京都市）の 3支社を対象と
したもので、約 90 名の労働基
準監督官が一斉捜索に立ち入り
ました。4事業所に同時に強制
捜査が行われるのは極めて異例
なケースです。電通では昨年
12 月に自殺した 24 歳の女性新
入社員について、東京・三田労
働基準監督署が過労による労災
と認定しました。労災認定は 9
月 30 日付で、10 月 7 日に公表
されました。電通は平成 22 年
に中部支社、同 26 年に関西支
社、同 27 年に本社が、労働基
準法違反で是正勧告を受けた経
緯があります。主要 3本支社で
違法な長時間労働が認定されな

がら、改善が行われなかったこ
とが、今回の強制捜査の背景に
ある要因として考えられます。

◆ 昨年発足した、かとくが 
大企業を相次ぎ摘発

安倍政権が進めている政策の
一つである「働き方改革」では、
長時間労働の解消が重点課題と
して掲げられています。その一
環として、厚生労働省は昨年４月、
東京、大阪両労働局に過重労働
撲滅特別対策班（通称・かとく）
を新設。従業員に過重な労働を
強いる全国規模の企業、悪質な
事例を専門に取締りを強化して
います。かとくが設置後初めて
立件したのは、靴販売チェーンの
ABCマートを全国展開する「エー
ビーシー・マート」で、同社が
都内2店舗で横行していた100時
間を超える残業について、昨年7
月、東京地検に書類送検しました。
続いて、今年1月にはディスカウ
ントストア大手「ドン・キホーテ」
を、都内5店舗の従業員に労使
協定を超える時間外労働を強い
たとして、法人としての同社と
執行役員ら8人を書類送検して
います。

◆ 会社の人財に対する 
考え方が問われる

このところ、従業員に違法
な残業を行わせた企業に対し
て、行政指導にとどまらず、刑
事事件として、法人と管理責任
者の責任が追及されるケースが
目立ってきています。エービー
シー・マートとドン・キホーテ
の両社は、いずれも略式起訴さ
れ、労働基準法の罰則上限を超
える 50 万円の略式命令を受け
ました。今回の電通も含め、昨
年来かとくの摘発を受けた各社
は、バブル時代までの旧態依然
とした人の使い方をしていると
言わざるを得ません。慢性的な
人材不足が続いている中、社員
に長時間労働を強いるのではな
く、人財の価値を引き出す会社
づくりがいま求められていま
す。各企業の人財に対する考え
方が問われており、この観点に
立った雇用管理、職場づくりが
肝心だと考えられます。


